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令和６ 年度の保育施設等の利用手続き を ご 案内し ま す。  

【 2 号・ 3 号認定こ ど も 用】  

1 . 保育の必要性の認定 

平成 2 7 年度から 始ま っ た「 子ど も ・ 子育て支援制度」 では， 保育所や幼稚園， 認定こ ど も 園

等を 利用する 際に， 子ど も のための教育・ 保育給付の支給にかかる 認定を 受けて いた だく 必要が

あ り ま す。  

三次市には， 令和６ 年４ 月１ 日から 新制度に移行する 幼稚園はあ り ま せん。  

今後の動向で変更になる 場合があ り ま す。  

認定には， １ 号認定から ３ 号認定ま で３ つの区分があ り ま す。 こ の区分に基づいて認定さ れた

子ど も に対し ， 施設・ 事業者を 通じ て施設型給付費等の「 給付」 が行われま す。  

●１ 号認定・ ・ ・ 保育の必要性の認定を 受けない満３ 歳以上就学前の子ど も  

●２ 号認定・ ・ ・ 保育の必要性の認定を 受ける 満３ 歳以上就学前の子ど も  

●３ 号認定・ ・ ・ 保育の必要性の認定を 受ける 満３ 歳未満の子ど も  

 

 保育所ま た は認定こ ど も 園（ 保育部分）（ 以下「 保育施設等」 と いう 。） への入所を 希望さ れ

る 場合は， ２ 号・ ３ 号認定（ 以下「 保育認定」 と いう 。） の申請と あ わせて保育施設等入所の

申し 込みを し ていただく 必要があ り ま す。  

※「 ２ 号・ ３ 号認定の申請」 と 「 保育施設等入所申込」 は， 同時にでき ま す。  

認定こ ど も 園（ 教育部分） の利用を 希望さ れる 場合は，１ 号認定（ 以下「 教育認定」 と いう 。）

の申請と 入園の申し 込みを ， 認定こ ど も 園に直接し ていた だき ま す。  

 

［ 1 ］ 保育を 必要と する 事由 

  保護者等のいずれも が次の事由によ り ， 家庭において子ど も の保育が困難な 場合，

２ 号ま た は３ 号の保育認定を 受け て 保育施設等の利用を し て いた だく こ と にな り ま す。

保育認定を 受けら れた方には， 三次市から 「 支給認定証」 が交付さ れま す。  

なお，支給認定証が交付さ れる 場合でも ，保育施設等のク ラ ス 定員に余裕がな い場合

や保育施設等の体制が整わな い場合には， 入所でき ないこ と があ り ま す。  

 

① １ か月に４ ８ 時間以上労働する こ と を 常態と し て いる 場合。  

② 妊娠中であ る か又は出産後間がな い場合。（ 出産予定日の前２ か月～後２ か月）  

③ 疾病にかかり ， 若し く は負傷し ， 又は精神若し く は身体に障害を 有し ている 場合。  

④ 同居の親族（ 長期間入院等を し て いる 親族を 含む。） を 常時介護又は看護し て いる

場合。  

⑤ 震災， 風水害， 火災その他の災害の復旧にあ た っ て いる 場合。  

⑥ 求職活動（ 起業の準備を 含む。） を 継続的に行っ て いる 場合。  

⑦ 就学し ている 場合。  

⑧ 育児休業取得中に既に保育施設等に入所し て いる 子ど も の継続利用が必要な 場合。 

⑨ 虐待・ DV のおそれがあ る 場合。  

⑩ その他， 保育が必要な 状態にあ る と 三次市長が認める 場合。  
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［ 2 ］  保育の必要量 (保育施設等を 利用でき る 時間) 

保育認定を 行う 場合， 同時に保育の必要量の認定を 行いま す。  

保育の必要量は， 利用時間によ っ て「 標準時間」 と 「 短時間」 の 2 種類があ り ま す。  

保 育 必 要 量       認 定 例 

 

保育標準時間認定 

 

（ 1 日： 最大 1 1 時間）  

 

 

・ 両親と も にフ ルタ イ ム で就労する 場合

又はそれに近い場合。  

(月あ たり １ ２ ０ 時間以上就労) 

・ 父親が就労し ， 母親が妊娠・ 出産。  

・ ひと り 親世帯で， 保護者がフ ルタ イ ム

で就労する 場合又はそれに近い場合。  

 

保育短時間認定 

 

（ 1 日： 最大 8 時間）  

・ 両親のいずれかがパート 勤務する 場合

又はそれに近い場合。  

 (月あ たり １ ２ ０ 時間未満就労) 

・ 両親の 1 人が就労， 1 人が求職活動し

ている 場合。  

・ ひと り 親世帯で， 保護者がパート 勤務

する 場合又はそれに近い場合。  

 

※ 認定さ れた 利用時間以外の時間に利用する 場合， ま たは 1 日に利用でき る 最大の時間の範

囲を 超えて 利用する 場合は， 延長保育と な り ま す。 上図のよ う な 保育施設等の場合， 保育

短時間認定の子ど も が 7 ： 3 0 ～1 ７ ： 3 0 ま で利用し た場合， 7 ： 3 0 ～8 ： 3 0 ， およ び

1 6 ： 3 0 ～1 ７ ： 3 0 の時間は， 延長保育と なり ま す。  

（ 開所閉所時間は， 保育施設等によ り 異な り ま す。 ）  

※ 延長保育について の詳し い説明は， １ ６ ～１ ７ ページを ご 覧く ださ い。  

※ 保育標準時間認定さ れる 方であ っ て も ， 保育短時間認定を 希望でき ま す。  

※ 保育短時間認定の保育利用料は， 保育標準時間認定に対し ， 若干減額と な り ま す。  

※ 年度の中途に就労状況等， 保育を 必要と する 事由に変更があっ た 場合は， 前月２ ０ 日ま で

に変更申請を し て いただき ， 審査によ り 翌月初日から の保育時間の認定の変更が可能で

す。 月途中での保育時間の認定の変更は行いま せん。  

保育標準時間認定      1 日に最大 1 1 時間の利用 

保育短時間認定        1 日に最大 8 時間の利用 

保育必要量は， 保護者の保育を 必要と する 事由や就労時間等によ り 認定し ま す。  

 

 

 

 

 

8:30 16:30 

延長保育 延長保育

保育標準時間利用 延長保育 

7:30 

18:30 7:30 

（ 例） 開所時間 7 :3 0 ～1 8 :3 0  

（ 例） 開所時間 7 :3 0 ～1 8 :3 0  

18:30 19:30 

19:30 

保育短時間利用 延長保育
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２ ． 保育施設等入所申込受付について  

 入所の基準日は毎月１ 日です。 受付は先着順ではあ り ま せん。  

 

［ 1 ］ 令和６ 年４ 月から 入所を 希望さ れる 場合 

●●●１ 次審査●●● 

受付期間 １ 月５ 日（ 金） ～１ 月１ ８ 日（ 木） ８ ： ３ ０ ～１ ７ ： １ ５  ※土日･祝日を 除く  

受付場所 保育課（ 市役所東館２ 階）， 各支所 

郵送での提出も 受け付けま す（ 送付先： 保育課， １ 月１ ８ 日（ 木） 必着）。  

※夜間受付（ 保育課）  

１ 月１ ２ 日（ 金）   １ ７ ： １ ５ ～１ ９ ： ０ ０  

 

審査結果通知 ３ 月初旬（ 予定）  

 

●●●２ 次審査●●● 

受付期間 １ 月１ ９ 日（ 金） ～２ 月２ ０ 日（ 火） ８ ： ３ ０ ～１ ７ ： １ ５  ※土日･祝日を 除く  

受付場所 保育課（ 市役所東館２ 階）， 各支所 

郵送での提出も 受け付けま す（ 送付先： 保育課， ２ 月２ ０ 日（ 火） 必着）。  

審査結果通知 ３ 月上旬（ 予定）  

 

［ 2 ］ 令和６ 年５ 月以降から 入所を 希望さ れる 場合 

受付期間 入所を 希望する 月の前々月の２ ０ 日ま で ※土日･祝日を 除く  

※２ ０ 日が閉庁日の場合は， 直前の開庁日ま で  

受付場所 保育課（ 市役所東館２ 階）， 各支所 

郵送での提出も 受け付けま す（ 送付先： 保育課， 受付最終日に必着）。  

審査結果通知 入所を 希望する 月の前月の上旬 

 

～審査のな がれ～ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【 備考】 子ど も ・ 子育て支援法第 2 0 条第６ 項によ り ， 認定申請の受付日から 3 0 日以内に結果を 通知する こ と と 規定

さ れていま すが， 多数の申請に係る 利用調整及び調査を 行う 必要があ る ため， 3 0 日以内に通知でき ま せん。 同

法の規定によ る 処理見込期間は， 上記[１ ］・［ ２ ］ のと おり です。  

  

審 査 
提出いただいた 書類を 基に保育の必要性の認定を し ， 支給認定証を

発行し ま す。 送付は利用調整後にな り ま す。  

必要書類を 揃え ， 保育課ま たは各支所へ提出し てく ださ い。  

希望さ れる 保育施設等のク ラ ス 定員に余裕がな い場合や， 申し 込み者が
定員を 上回り ， 利用調整の結果入所でき なかっ た場合です。  
翌月以降も 引き 続き 審査し ま す。希望施設の変更や，就労状況等の変更が
あ っ た場合， 保育課へ連絡し てく ださ い。  

入所承諾通知を 送付し ， 今後必要な 手続き など のご 案内を し ま す。  入 所 決 定 

保 育 の 必 要 性 の 認 定 

利 用 調 整 

申 込 

入 所 保 留 

ま たは 
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３ ． 保育施設等入所申込に必要な書類等 

次の書類を ， 保育課保育係又は各支所へ提出し てく ださ い。  
なお， こ れら の書類の様式は， 市役所， 各支所， 各保育施設等にあ り ま す。  
ま た ， 三次市ホ ーム ページ から も ダウ ン ロ ード が可能です。  

三次市ホ ーム ページ「 保育施設等申込に必要な書類」 はこ ちら から ➡ 

 h ttp s ://w w w .c ity.m iyo s h i.h iro s h im a .jp /s o s h ik i/2 9 /1 9 5 3 .h tm l 

 

[１ ]  全ての方について必要な書類 

書類の名前 説 明 

令和６ 年度子ど も のための教育・  

保 育 給 付 支 給 認 定 申 請 書  兼 

記入にあ たっ ては， 次ページから の記入例を 参考に，

記入し てく ださ い。  

保育施設等入所利用調整申込書 

（ 以下「 保育施設等入所申込書」

と いう 。 ）  

裏面も 忘れず記入し てく ださ い。  

２ 人以上の子ど も について 申込みさ れる 場合は， 児童

ご と に作成し てく ださ い。  

認定理由申立書（ 表）   

確 認 票（ 裏）  

（ 両面で 1 枚）  

 

 

『 認定理由申立書』 は， 保育の必要性の認定， 利用調

整を 行う 上で必要な 書類です。 世帯(父母・ 祖父母)の状

況等について 申告し ていた だき ま す。  

『 確認票』 は， 申請から 認定， 保育施設等を 利用する

こ と になっ た 場合ま での確認事項を 記入し て いま すの

で， よ く お読みにな り ， 同意・ 承諾いただいた上で，

保護者の方が署名し てく ださ い。  

※２ 人以上の子ど も について同時に申込みを さ れる 場

合は， １ 枚のみ作成し てく ださ い。  

個人番号と 本人確認ができ る 書類 保護者以外の方が提出する 場合， 委任状が必要です。  

 

※マイ ナン バー制度に伴う 個人番号の記載等について  

 マイ ナン バー制度の開始にあ た り ，保育施設等入所申込書に「 保護者及び申請に係る 子ど も の個人番号」

の記載が必要と なり ま す。  

ま た， 提出の際には，「 番号確認」 及び「 本人確認」 を さ せて いただき ま すので， 次の必要書類を ご 持参

く ださ い。  

・ 保護者本人が提出する 場合 

番号確認（ 次のいずれか）  本人確認（ 次のいずれか）  

①マイ ナン バーカ ード  

②通知カ ード  
 ※記載さ れた 氏名， 住所等が住民票と 一致し て いる 場合に限る  
③マイ ナン バーが記載さ れた 住民票の写

し ・ 住民票記載事項証明書 

①マイ ナン バーカ ード  

②運転免許証， パス ポート 等 

③保険証， 年金手帳等（ 写真がな いも のは２ 点確認）  

・ 保護者以外の方（ 配偶者等） が提出する 場合 

代理確認 代理人の確認（ 次のいずれか）  番号確認（ 次のいずれか）  

委任状 

（ 確 認 票 の 下

段 に 記 入 し て

く ださ い。）  

①マイ ナン バーカ ード  

②運転免許証， パス ポート 等 

③保険証，年金手帳等（ 写真がない

も のは２ 点確認）  

①保護者本人のマイ ナン バーカ ード 又はそ

の写し  

②保護者本人の通知カ ード 又はその写し  
 ※記載さ れた 氏名， 住所等が住民票と 一致し て いる 場合に限る  
③保護者本人のマイ ナン バーが記載さ れた

住民票の写し ・ 住民票記載事項証明書又は

その写し  



令和6年度子どものための教育・保育給付　

支給認定申請書 兼 保育施設等入所利用調整申込書

教育・保育給付の支給認定について，次のとおり申請します。

0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2

平成
令和

3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

該当に☑してください。

障害者
手帳等

●●●保育所（園）

利用希望施設

■■■保育所（園）

　☑　小学校就学まで

　☐ 　　　　年　　　　月　　　　日まで

男　・　女 第 ３ 子

　☑　令和6年4月1日から

ミヨシ　サクラ

三次　桜
性別

▲▲▲保育所（園）

　□　　　　　年　　　　月　　　　日から

△△△保育所（園）

申請児童
との続柄氏名

フリガナ

2号・3号認定（保育認定）

5

３　年　１２　月　５　日

８　時　　００　分　から　　１８　時　　００　分　まで

利用開始希望日

6

ミヨシ　タロウ

三次　太郎

1

2

3

☑ 就労 　☐ 疾病 ・ 障害 　☐ 介護　 ☐ 就学　 ☐ 求職中 　☐妊娠 ・ 出産 　□ 災害　□その他

祖母

☐ 児童扶養手当の認定　　□ひとり親家庭医療の認定

☑有

同 ・ 別

同 ・ 別

□同意

☐有

☐有

３３年　２月10日

同 ・ 別

☐有

２６年１２月10日

家
族
状
況
（

申
請
児
童
以
外
）

☑同意

母

同 ・ 別

３１年　１月10日

☑同意

同 ・ 別 ☐有

☑同意〇〇〇病院

（有）〇〇〇商事 ☑同意４年 １１月 ３日父

姉

三　次　市　長　　様

申請日 令和 6 年　　 １　 月　 １２ 　日

保護者
住所

1号認定（教育認定）

フリガナ

※令和6年4月1日時点の年齢を記入してください。

申請児童
氏名

利用区分の希望

　三次市　　　　　　　　三次町１２３４番地

個人番号

４年　　　１１月　　３日
ミヨシ　タロウ　　　

個人番号

　□ 保育標準時間利用（11時間）
（開所時間～18：30）

生年
月日

連絡先1

父・母（携帯・職場）・自宅・その他(　　　　)

　□ 教育標準時間利用
　　【認定こども園等に通う場合】

連絡先3

※上記保護者を支給認定結果及び保育利用料の納入通知等の対象となる保護者とします。
※特別な事情がない場合，扶養義務者のうち所得の多い方を保護者として申請してください。

申請区分

☐ 離婚　　□死別　　□未婚　　□別居（調停：□無　□有　　証明書：□無　□有）

☑同意

〇〇〇小学校

〇〇〇保育所

生活保護

ひとり親の場合

年　  月　  日

☑ 受けていない  　☐受けている

同 ・ 別

農業

平成

ミヨシ　ハルコ

三次　春子

ミヨシ　ウメコ

三次　梅子

父・母（携帯・職場）・自宅・その他(　　 　　)

父・母（携帯・職場）・自宅・その他(　　 　　)

連絡先2

ミヨシ　ハナコ

三次　花子

ミヨシ　イチロウ

生年
月日

昭和

三次　太郎

フリガナ

保護者
氏名

保育希望時間

※自署の場合，押印は不要です。

勤務先 又は
学校・保育施設等

個人番号及び
課税情報等

閲覧

三次　一郎

4

生年月日

☑ 三次市内 　☐ 三次市外（住所地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※2号・3号認定申請の方は裏面の記入もお願いします。

（　　　２　　歳　　　３　ヶ月）

母

保育が必要な事由
【2・3号認定申請のみ】

☑ 就労 　☐ 疾病 ・ 障害 　☐ 介護　 ☐ 就学　 ☐ 求職中 　☐妊娠 ・ 出産 　□ 災害　□その他

令和5年1月1日現在の住所地

希望優先順位

同居・
別居の別

○○○保育所（園）

□□□保育所（園）

希望優先順位利用希望施設

終了（希望）日

申請児童以外の父母及び同住所に住んでいる人で生計同一（世帯分離している人も含む）の人について記入してください。

□ 保育短時間利用（8時間）
（8：30～16：30）

令和6年1月1日現在の住所地

父

☐ 三次市内 　☑ 三次市外（住所地：　○○県　○○市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

兄

☐有

５年１１月10日

Ｔ Ｈ

Ｓ Ｒ

受 付 印

※この枠には記入しないでください。

保育所名 保育所（園）

年　　　　月　　　　日

　　 年　　 月まで 標・短

入所日

認定期間等

０８０－００００－００００

０９０－００００－００００

P .1 0 の年齢早見表を 参照し ， 令和6 年4 月1 日時点の年齢を記入し てく ださ い。

「 １ 号認定」 は認定こ ども 園等に通う 場合です。 認定こ ども 園へ
直接， 申請し てく ださ い。
「 ２ ・ ３ 号認定」 で， 保護者・ 配偶者等のど ちら かが「 求職活
動」 での申請の場合， 短時間と なり ま す。

保育所等に在園し ている 兄弟姉妹
がいる 場合， その園名・ 施設名を
必ず記入し てく ださ い。

Ｔ Ｈ

Ｓ Ｒ

Ｔ Ｈ

Ｓ Ｒ

Ｔ Ｈ

Ｓ Ｒ

Ｔ Ｈ

Ｓ Ｒ

Ｔ Ｈ

Ｓ Ｒ

記入例

「 有」 の場合は手帳等の写し を
添付し てく ださ い。

-５ -



該当に☑してください。

健診時の指摘事項，その他発達上の心配事や定期的な通院等

障害者手帳

療育手帳

特別児童扶養手当証書

精神障害者保健福祉手帳

市役所保健師等への相談　　　

専門機関への相談※２

※１　受入体制確保のため，詳細に記入してください。

※２　専門機関とは療育センター，病院，こども家庭センター等のことです。

【利用開始希望日に利用できなかったときの予定】

該当に☑してください。

☑ 育児休暇延長

☐ 職場で保育する　　　　⇒　　　☐ 自宅（職場と同じ場所）　☐ 店舗内　☐ 休憩室　☐ その他

☐ 親族が保育（保育予定者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☐ 今回の利用申請を取り下げる

☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 　）

※以下は，市の受付者記入欄です。（保護者の方は記入しないでください。）

　　提出者：児童の（　　　　　）　　　　　　　　　　受付者（　　　　　）

兄弟点数 総点数

□ 無　☑ 有　【原因物質】

           　　　　【内容】

☐ その他の施設等を利用する

（☐ 幼稚園　　☐ 認可外保育施設　☐ 事業所内保育施設（従業員枠）　　□一時預かり）

☑ 待機

　　　年　　　月　　　日

申請児童の
身体状況等※１

☑健康　　　　□病気療養中　【病名・症状】

☑ 無　☐ 有（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 無　□ 有

☑ 無　□ 有

☑ 無　□ 有

☑ 無　□ 有

☑ 無　□ 有　【内容】

☑ 無　□ 有　【内容】

アレルギー・アトピー等

父点数 母点数 代替点数 世帯点数 就労点数

☐ その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【２号・３号認定申請のみ】
調査票

申請児童の
保育の状況

☑ 自宅で保育している ⇒ ☐ 父　　　　☑ 母

☐ その他　保育者名：　　　　　　　　　　　児童との続柄：

☐ 自宅外に預けている ⇒ ☐ 事業所内保育施設　☐ 認可外保育施設〔　　　　　　　　　　　　　　〕

□一時保育〔　　　　　　　　　　　　　　　保育所（園）〕

☐ 親族（児童との続柄　　　　  　）

☐ 知人　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

☐ 職場で保育している ⇒ ☐ 自宅（職場と同じ場所）　☐ 店舗内　☐ 休憩室　☐ その他

記入例

卵

食べるとじんましんが出る。

つなぎは食べられる。

該当が有る場合は，児童の安全確保のため
具体的に記入をお願いします。

「 有」 の場合は手帳等の写し を
添付し てく ださ い。

-６-



・該当に☑してください。
・父，母それぞれ申し立てが必要です。なお，父母以外の方が保護者の場合についても申し立てが必要です。
・２人以上の子どもについて同時に申し込む場合は，原本１枚と他はコピーで可能です。

□

父

母

【祖父母の状況】

【兄弟姉妹の同時利用申請の場合のみ】
①②それぞれ該当に☑してください。

【２号・３号認定申請のみ】認定理由申立書

【表】

介護・看護

　　□別々の保育施設でもよいので希望順位の高い施設にしてほしい。

②兄弟姉妹が別々の保育施設になる場合

　　□利用申請を取り下げる。

　　□どの子どもが先の利用でも構わない。

　　□【児童名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　】が先の利用でないと希望しない。

　　□同時に利用できるまで待機する。

　　□利用申請を取り下げる。

同居・
別居の別

就学

【就労の場合のみ】

父□　　母□

父□　　母□

母子健康手帳の写し□

身体障害者手帳等の
写し(所持者のみ)

　身体障害者手帳，療育手帳，精神障害者手帳等の，
　番号・等級・本人欄・障害名が確認できる部分の写し

在学証明書

介護（看護）申立書

　または学生証の写し
・時間割や授業日数が分かるもの（ある場合のみ）

①兄弟姉妹のいずれかしか利用できない場合

　　□同じ施設を利用できるまで待機する。

☑ 常勤 ・ ☐ パート ・ ☐ アルバイト
☐ 派遣 ・ ☐ 契約 ・ ☐ 内職 ・ ☐ 自営

☑ 常勤 ・ ☐ パート ・ ☐ アルバイト
☐ 派遣 ・ ☐ 契約 ・ ☐ 内職 ・ ☐ 自営

住所（別居の場合のみ記入してください。）

同・別

有・無

就労

同・別

同・別 広島市西区○○○○

有・無

有・無

有・無

氏名

有・無

広島　西子

傷病

祖母

有・無

・被介護者（被看護者）の身体障害者手帳，療育手帳，
　精神障害者手帳，介護保険被保険者証等の写し
・上記により状況が確認できない場合は，診断書

・通学付き添い等の場合，
　在学・通所証明書等，利用状況が確認できるもの

必要書類

☑ 就労証明書

□

就労
（内定を含む）

疾病・障害

後日提出

父□　　母□
・内定の場合：就労（予定）証明書または内定通知等
・自営業（農業含む）の場合：就労証明書に加え，直近の所得税
  確定申告書の写し（開業初年度の場合は開業届の写し）

添付書類及び注意事項等

診断書（必須）

保育を必要と
する事由

父□　　母□

父□　　母□
　保育が困難なことが記載されたもの
　※療養期間の記入がなければ３か月間の療養とみなす

□

　８時　　３０分　～　　１７時　　００分

　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

シフトの場合のみ

□　保護者名と出産予定日が確認できるもの

□

父□　　母□

入所保留になった場合

妊娠・出産

求職活動
□ 求職活動状況等申告書

・ハローワークカードの写し
・面接の案内や結果通知等の写し（ある場合のみ）

　□　求職活動継続
　□　求職活動休止

　□　申請児童の利用開始希望日から既入所児童が
　　 　短時間になることに同意します。

祖父

祖父

同上
母方

有・無 同・別

兄弟姉妹で利用を
希望する場合の意向

父□　　母□

父方

三次　梅子

広島　西男

祖母

有・無

災害復旧 □ り災証明書

雇用形態

週平均　　　   　  　時間　　 　  分
週平均　　　　　　 　日

週平均　　　  ８   　時間　００　 分

週平均　　　　５　 　日

通勤時間

 　 時間　２０  分

　  時間　１５  分

勤務時間

記入例

兄弟姉妹で同時利用申請の方のみ記入してください。

求職中の方で既に入所児童がいる場合は
必ず☑をお願いします。

-７-



子どものための教育・保育給付 【裏】

以下の事項について確認のうえ，署名してください。

1 必要書類は，所定の期日までに必ず提出してください。提出がない場合や，期日を過ぎてから提出された

場合，決定等に反映されないことがあります。

2 提出書類の内容に虚偽があった場合は，決定等を取り消すことがあります。

3 適正な保育利用料及び副食費の算定及び利用調整の実施のため，関係親族の個人番号及び課税情報等の関

係公簿を閲覧し，または調査を行うことに同意します。

4 市の関係部署及び利用が見込まれる施設に対しては，保育を行うために必要な個人情報の開示について同

意します。

5 保育利用料及び副食費は民法第761条で規定する日常家事債務（夫婦が連帯して責任を負う債務）であり，

両親ともに納付義務を負うことに異議ありません。

6 保育利用料及び副食費が未納となった場合，当該児童に係る児童手当は，受領に係る一切の権限を児童手

当支給担当課の長へ委任し，当該児童分の未納の保育利用料及び副食費に充当することに同意します。

7 利用申請中又は利用中に保護者の認定事由に変更があった場合は，速やかに保育施設等入所担当課へ届け

出てください。（婚姻・離婚等により児童・保護者の住所・氏名等が変わる場合，保護者の勤務先が変わ

る場合，育児休業を取得する場合，退職する場合等）

8 保護者の求職活動や出産等を認定事由として保育を利用する場合，認定期間（保育を利用できる期間）が

定められます。

認定期間中に認定事由に変更（求職活動ののち就労開始する等）があり，所定の期日までにそのことの届

出がなかった場合は，認定期間の満了日をもって保育の利用を終了（退所）とします。

9 子ども・子育て支援法第20条第6項により，認定申請の受付日から30日以内に処分を行うことと規定されて

いますが，多数の申請に係る利用調整及び調査を行う必要があるため，30日以内に処分を行うことができ

ません。同法の規定により処理見込期間について通知し，処分を行う期間を延期します。

10 乳幼児健診に関する状況について，担当課から情報を得ることに同意します。

11 子どもの予防的支援構築事業（児童の健全な育成及び予防的支援の取り組み）を行うために必要な個人情報を

市の関係部署に提供することに同意します。

年 1 月 日

以上，確認（同意）します。

㊞

※自署の場合，押印は不要です。

㊞

※自署の場合，押印は不要です。

委　任　状

年 1 月 日

㊞

※自署の場合，押印は不要です。

　私（保護者）は，下記の者を代理人として，子どものための教育・保育給付支給認定申請及び保育施設
等入所利用調整申込みの権限を代理人に委任します。

※必ず自署してください。

代理人氏名

令和6 12

令和6 12

三次　太郎

三次　太郎

三次　花子

三次　花子

保護者（児童手当受給者）氏名

確 認 票

三 次 市 長　 様

保護者（児童手当受給者）氏名

保護者（上記配偶者）氏名

三 次 市 長　 様

申 請 児 童 氏 名 1

申 請 児 童 氏 名 2

申 請 児 童 氏 名 3

記入例
三次 桜

提出に来られる方が自署して
ください。

該当者が自署（自署でない
場合は記名と押印）してく
ださい。

既に保育所に入所している兄弟がいる場合は、
今回申込をする児童に加えて、
既に入所している兄弟の名前も記入してくだ
さい。

三次 霧

-８-
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 [２ ]  保育を 必要と する 事由を 証明する 書類 

※２ 人以上の子ど も について 同時に申し 込む場合は， 原本１ 枚と 他はコ ピ ーで可能です。  

 

保育を 必要と する 事由 

（ 父母それぞれ）  
必要書類 添付書類及び注意事項等 

就労 

(内定を 含む) 
就労証明書 

・ 内定の場合： 就労（ 予定） 証明書ま たは内定通知等 

・ 自営業（ 農業含む） の場合： 就労証明書に加え ， 直近

の所得税確定申告書の写し （ 開業初年度の場合は開業

届の写し ）  

疾病・ 障害 

診断書（ 必須）  
保育が困難な こ と が記載さ れたも の 

※療養期間の記入がな ければ３ か月間の療養と みなす 

身体障害者手帳等の 

写し （ 所持者のみ）  

身体障害者手帳， 療育手帳， 精神障害者保健福祉手帳等の，

番号・ 等級・ 本人欄・ 障害名が確認でき る 部分の写し  

介護・ 看護 介護（ 看護） 申立書 

・ 被介護者（ 被看護者） の身体障害者手帳， 療育手帳，

精神障害者保健福祉手帳， 介護保険被保険者証等 

・ 上記によ り 状況が確認でき ない場合は， 診断書 

・ 通学付き 添い等の場合， 在学・ 通所証明書等， 利用状況が

確認でき る も の 

就学 在学証明書 ま たは学生証の写し  

妊娠・ 出産 母子健康手帳の写し  保護者名と 出産予定日が確認でき る ページの写し  

求職活動 求職活動状況等申告書 

・ ハロ ーワ ーク 受付票の写し  

・ 面接の案内や結果通知等の写し （ あ る 場合のみ）  

※開業準備中の場合は， 開業計画書 

災害復旧 り 災証明書 

 

 

 

 [３ ]  状況に応じ て 必要な 書類（ 該当する 方のみ）  

  

書 類 の 提 出 が 必 要 な ケ ー ス  書 類 の 名 称 

保育施設等入所希望児童ま たは家族に，心身に障害の

あ る 人がいる 場合 
障害者手帳等 

上の子ど も が幼稚園等に通っ ている 場合 保育利用料多子軽減申請書 
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４ ． 年齢早見表 

年齢

（ 令和6 年4 月1 日時点）

0 歳 令和　 5 (２ ０ ２ 3 )年４ 月２ 日　  以降

1 歳 令和　 4 (２ ０ ２ 2 )年４ 月２ 日　   　 ～　 令和　 5 (２ ０ ２ 3 )年４ 月１ 日

2 歳 令和　 3 (２ ０ ２ 1 )年４ 月２ 日　 　   ～　 令和　 4 (２ ０ ２ 2 )年４ 月１ 日

3 歳 令和　 2 (２ ０ ２ 0 )年４ 月２ 日　   　 ～　 令和　 3 (２ ０ ２ 1 )年４ 月１ 日

4 歳 平成3 １ (２ ０ １ 9 )年４ 月２ 日　 　   ～　 令和　 2 (２ ０ ２ 0 )年４ 月１ 日

5 歳 平成3 ０ (２ ０ １ 8 )年４ 月２ 日　 　   ～　 平成3 １ (２ ０ １ 9 )年４ 月１ 日

生年月日

 

※入所可能年齢は保育施設等によ っ て異な り ま す。 ２ ２ ページ の一覧表を ご 覧く ださ い。  

※入所可能年齢の考え 方 

例） 令和５ 年 1 2 月 2 0 日生ま れ → 令和６ 年 4 月 1 日時点で満 3 か月 

→ 令和６ 年 7 月 1 日時点で満 6 か月 

→ 令和７ 年 1 月 1 日時点で満１ 才 

 

 

 

５ ． 保育認定の有効期間について 

 

保育を必要と する 事由

就労・ 疾病・ 障害
介護・ 看護・

災害復旧

妊娠・ 出産

就　 学

求職中

育児休業取得前から 入所
し ている 子ども の育児休

業中の継続利用

その他 市長が必要と 認める 期間（ 上記①②後の育児休暇を含む）

保育認定期間

事由の満了期間， ま たは小学校就学ま でのど ちら か早い時期

①育児休業対象の子の満１ 歳の誕生日の属する 月末ま で
②育児休業対象の子の満１ 歳の誕生日の属する 年度末ま で
上記のいずれか短い期間

有効期間の開始日から ３ か月を経過する 日の月末ま で

出産予定日の前２ か月を 含む月の初日から ，
出産予定日の後２ か月経過し た月末ま で

保護者の卒業予定日の属する 月の月末ま で
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６ ． 保育利用料の決定について 

  令和元年１ ０ 月から の幼児教育・ 保育の無償化に伴い， ３ 歳児～５ 歳児ク ラ ス の児童と ，  

 市民税非課税世帯の０ 歳児～２ 歳児ク ラ ス の児童の保育利用料は， 無料と な り ま し た 。  

 

市民税非課税世帯以外の０ 歳児～２ 歳児ク ラ ス の児童の保育利用料は，その児童と 生計を 一

にし ている 父母及びそれ以外の扶養義務者（ 祖父母等） の市民税額に応じ て 決定し ま す。  

  

保護者の税額が一定基準額に満たな い場合， 祖父母と 同居し ている と き は， 祖父母の市民税  

所得割額も 含めて保育利用料を 決定し ま す。  

 

保育利用料 決定に必要な市民税額の年度 

令和５ 年度 
４ 月～８ 月分 令和４ 年度 

９ 月～３ 月分 令和５ 年度 

令和６ 年度 
４ 月～８ 月分 令和５ 年度 

９ 月～３ 月分 令和６ 年度 

 

※ 保育利用料の決定を 年２ 回（ ４ 月， ９ 月） 行いま す。 毎年９ 月が保育利用料の切り 替え時

期と なり ま す。  

※ 令和６ 年度の保育利用料は， 年度途中の入所についても 令和６ 年４ 月１ 日時点での年齢で

決定し ま す。  

 

  

 

 

 



【 表1 】

標準 短時間 標準 短時間

B 0 0

C1 1 0 ,0 0 0 9 ,5 0 0

C2 1 3 ,0 0 0 1 2 ,3 0 0

2 4 ,3 0 0 円以上 4 8 ,6 0 0 円未満 C3 1 5 ,0 0 0 1 4 ,2 0 0

4 8 ,6 0 0 円以上 6 0 ,7 0 0 円未満 D1 1 8 ,0 0 0 1 7 ,1 0 0

6 0 ,7 0 0 円以上 7 2 ,8 0 0 円未満 D2 2 1 ,0 0 0 1 9 ,9 0 0

7 2 ,8 0 0 円以上 8 4 ,9 0 0 円未満 D3 2 4 ,0 0 0 2 2 ,8 0 0

8 4 ,9 0 0 円以上 9 7 ,0 0 0 円未満 D4 2 7 ,0 0 0 2 5 ,6 0 0

9 7 ,0 0 0 円以上 1 1 5 ,0 0 0 円未満 E1 3 1 ,0 0 0 2 9 ,4 0 0

1 1 5 ,0 0 0 円以上 1 3 3 ,0 0 0 円未満 E2 3 5 ,0 0 0 3 3 ,2 0 0

1 3 3 ,0 0 0 円以上 1 5 1 ,0 0 0 円未満 E3 3 9 ,0 0 0 3 7 ,0 0 0

1 5 1 ,0 0 0 円以上 1 6 9 ,0 0 0 円未満 E4 4 3 ,0 0 0 4 0 ,8 0 0

1 6 9 ,0 0 0 円以上 2 1 3 ,0 0 0 円未満 F1 4 7 ,0 0 0 4 4 ,6 0 0

2 1 3 ,0 0 0 円以上 2 5 7 ,0 0 0 円未満 F2 5 2 ,0 0 0 4 9 ,4 0 0

2 5 7 ,0 0 0 円以上 3 0 1 ,0 0 0 円未満 F3 5 7 ,0 0 0 5 4 ,1 0 0

3 0 1 ,0 0 0 円以上 3 9 7 ,0 0 0 円未満 G 6 0 ,0 0 0 5 7 ,0 0 0

3 9 7 ,0 0 0 円以上 H 6 3 ,0 0 0 5 9 ,8 0 0

※　 市民税の計算にあたっ ては， 外国税額控除， 配当控除， 住宅借入金等特別控除， 寄附金控除等は適用し ま せん。

※　 「 ３ 歳未満児」 と は， 当年度４ 月１ 日に満３ 歳になっ ていない児童を いい， その児童が年度の途中で満３ 歳になっ ても ，

　 　 当該年度中は３ 歳未満児と みなし ま す。

※　 保育短時間認定を 受けた児童の保育利用料は， 保育標準時間認定を 受けた児童の保育利用料の▲５ ％で設定し ま す。

※　 1 月１ 日時点で広島市等の政令指定都市に住所があり ， その後三次市に転入さ れた方は， 平成３ ０ 年度に都道府県から

　 　 政令指定都市へ税源移譲が行われ， 市民税の税率が６ ％から ８ ％に変更さ れていま すが， 保育利用料の算定においては

　 　 従来の税率である ６ ％を 用いて計算し ま す。

（ 単位： 円）

2 号・ 3 号認定こ ど も 用 保育利用料基準額表（ 月額）

市民税所得割非課税

市民税所得割 2 4 ,3 0 0 円未満

保育利用料（ 3 歳未満）

当
該
年
度
分
（

4
月
か
ら
8
月
分
に
あ
っ

て
は
前
年
度
分
）

市
民
税
の
額
が
次
の
区
分
に
該
当
す
る
世
帯

各月初日の入所児童の属する 世帯の階層区分 階層
区分

保育利用料（ 3 歳以上）

市民税非課税

0 0

‐12‐



　 　 いずれかに該当する 場合は， 下の表によ る 保育利用料と なり ， 第２ 子目以降は無料と なり ま す。

　 ③　 生活保護を受けている 世帯に相当する 世帯

【 表2 】

標　 準 短時間 標　 準 短時間

Ｂ Ａ 0 0

Ｃ Ｄ 4 ,0 0 0 3 ,7 5 0

Ｃ ２ Ｂ 5 ,5 0 0 5 ,1 5 0

Ｃ ３ Ｂ 6 ,5 0 0 6 ,1 0 0

Ｄ 1 Ｂ 9 ,0 0 0 8 ,5 5 0

Ｄ 2 Ｂ 9 ,0 0 0 8 ,5 5 0

Ｄ 3 Ｂ 9 ,0 0 0 8 ,5 5 0

　 　 ◎　 2 号・ 3 号認定こ ど も 用 保育利用料基準額表で算定し た児童の世帯の市町村民税の所得割が7 7 ,1 0 1 円未満で， 次の

市民税所得割 4 8 ,6 0 0 円以上6 0 ,7 0 0 円未満

市民税所得割 6 0 ,7 0 0 円以上7 2 ,8 0 0 円未満

市民税所得割 7 2 ,8 0 0 円以上7 7 ,1 0 1 円未満

　 ①　 母（ 父） 子世帯（ 児童扶養手当ま たはひと り 親家庭等医療の受給対象保護者）

各月初日の入所児童の属する 世帯の階層区分 階層
区分

保育利用料（ 3 歳未満） 保育利用料（ 3 歳以上）

（ 単位： 円）

　 ②　 在宅障害者ま たは在宅障害児のいる 世帯（ 世帯分離し ている 場合は対象外）

市民税非課税

市民税所得割非課税

市民税所得割 2 4 ,3 0 0 円未満

市民税所得割 2 4 ,3 0 0 円以上4 8 ,6 0 0 円未満 0 0

‐１３‐
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７ ． 保育利用料の減額について 

① 同じ 世帯から ２ 人以上の児童が入所し ている 場合の保育利用料は，  

下の表のと おり です（ 多子軽減）。  

階層区分Ｂ から H の場合 

最年長の児童 表に定める 額 

つぎ に年長の児童 表に定める 額×０ .５  

その他の児童 ０  

※ 同一世帯から 保育施設等の他に幼稚園等を 利用し て いる 児童も 算定対象人数

に含める こ と ができ ま す。  

該当さ れる 場合は所定の申請書によ り 保育課へ申請し て く ださ い。  

② 保護者と 生計を 一にする 子のう ち 第２ 子目以降の児童が保育施設等に入所し ， 世帯の市

町村民税の所得割が 5 7 ,7 0 0 円未満であ る 場合の保育利用料は，第 2 子目が半額，第 3 子

目以降は無料と なり ま す（ 国の多子軽減に係る 特例措置の拡充）。  

③ 市町村民税非課税世帯で保護者と 生計を 一にする 児童の保育利用料は無料と なり ま す（ 国

の多子軽減に係る 特例措置の拡充）。  

④ 保護者と 生計を 一にする 子のう ちの第 2 子目以降の児童が保育施設等に入所し ， 世帯の

市町村民税の所得割が 5 7 ,7 0 0 円以上の場合でも ， 次のすべて の事項に該当さ れる 方は，

第 2 子目の保育利用料が半額， 第 3 子目以降は無料と な り ま す（ 市独自の保育利用料の軽

減措置の拡充）。  

・  保育利用料決定に必要な市民税の申告がな さ れている 。  

・  市税等（ 保育利用料・ 市税・ 国保税・ 住宅使用料等） を 完納し て いる 。  

 

《 保育利用料の減免について 》  

  保育施設等入所児童の世帯の収入が疾病・ 失業・ 退職等によ り 著し く 減少し た 時や離婚等

によ り 世帯の構成員が変わっ た時等， 申請によ り 保育利用料が減免ま た は徴収猶予さ れる 場

合があ り ま すので， ご 相談く ださ い。  

 ・ 寡婦（ 寡夫） 控除のみなし 適用 

 婚姻歴のないひと り 親世帯を 対象に， 税法上の「 寡婦（ 寡夫） 控除」 が適用さ れた と みな

し て ， 保育利用料を 減免する 措置があ り ま すので， 減免申請書を 提出し て く ださ い。  

 

８ ． 保育利用料の納付方法について  

保育利用料は，口座振替またはクレジットカードをご利用ください。 

① 口座振替によ る 納付の場合 

所定の口座振替依頼書に記入， 金融機関への届出印を 押印し ， 入所希望日の前月の末日ま で

に， 各金融機関に直接提出し て く ださ い。  

※ 取り 扱い金融機関 

広島銀行・ 中国銀行・ 中国労働金庫・ 広島みど り 信用金庫・ も みじ 銀行・ ひろ し ま 農業協同

組合・ 両備信用組合・ ゆう ちょ 銀行・ 郵便局 

② ク レ ジッ ト カ ード によ る 納付の場合 

申込書によ る 事前の手続が必要です。 ク レ ジッ ト カ ード ， 本人確認書類を ご 持参のう え，

保育課， 収納課， ま た は各支所で手続き を し て く ださ い。  

※ ご 利用いただけ る ク レ ジッ ト カ ード は， DC（ ディ ーシーカ ード ） ・ V IS A （ ビ ザカー

ド ） ・ Ｍａ ｓ ｔ ｅ ｒ （ マス タ ーカ ード ） ・ Ｊ Ｃ Ｂ （ ジェ ーシービ ーカ ード ） ・ Ｎ Ｉ Ｃ Ｏ Ｓ

（ ニコ ス カ ード ） ・ Ｕ Ｆ Ｊ （ ユーエフ ジェ イ カ ード ） です。
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９ ． アレ ルギー食対応について   

  

公立保育所では， 給食を 実施し ていま す。  

 

食物ア レ ルギ ーによ る 食事制限を 必要と する お子さ んに対し て の給食（ おやつも 含む） は，

医師の診断書に基づき ， 除去食を 提供し ま す。  

集団給食のため限界も あ り ま すが，ア レ ルギ ー食対応については保護者と 保育所がと も に協

力し 合っ て 次のと おり 取り 組んでいき ま す。  
 

・ 食物ア レ ルギーの対応は，「 生活管理指導表」 を 提出し て いた だき ， 医師の指示に基づき

対応し ま す。 そのため， 医師の指示がな い場合（ 子ど も の好き 嫌いや保護者の意向等によ る

も の） の除去食対応はし て いま せん。  

・ 対応については， 保育所と 保護者がと も に取り 組むた めに， ケ ース 会議を 開催し て 進めて

いき ま す。  

・ 給食での対応が困難な場合，弁当持参を お願いする こ と があ り ま す。（ 弁当持参の場合は，

保護者， 保育所， 保育課と 協議し て 決めま す。）  
 

私立保育園及び認定こ ど も 園については， 各園にお問い合わせく ださ い。  
 

１ ０ ． 副食費について 

副食費の決定 

 公立保育所の３ 歳から ５ 歳ま での副食費は，令和元年９ 月ま で保育利用料に含ま れて いま し

たが， 令和元年１ ０ 月から の幼児教育・ 保育の無償化に伴い， 保育利用料から 切り 離し ， 三次

市の規則で定める 金額であ る 月額 4 ,5 0 0 円を 徴収する こ と にな り ま し た。【 表１ 】  

 子供の城保育園及び認定みゆき こ ど も 園の３ 歳から ５ 歳ま での副食費も ， 月額 4 ,5 0 0 円に

設定さ れて いま す。  

 な お， ０ 歳から ２ 歳ま での副食費は， こ れま でど おり 保育利用料に含ま れていま す。  
 

 【 表１ 】 副食費 

区分 副食費（ 月額）  

保育認定子ど も （ ２ 号給付）【 ３ 歳以上児】  4 ,5 0 0 円 

  ※「 ３ 歳以上児」 と は， 当該年度４ 月１ 日に満３ 歳になっ ている 児童を いいま す。  
 

副食費の免除 

《 国の制度によ る 副食費の徴収免除》  

 次のいずれかに該当する 方は， 副食費が 0 円と な り ま す。  

 ・ 世帯の市民税の所得割合算額が 5 7 ,7 0 0 円未満（ ひと り 親世帯等は， 7 7 ,1 0 1 円未満）

であ る 。  

 ・ 小学校未就学の子ど も から 数えて ， 第３ 子以降であ る 。  
 

 《 市独自の制度によ る 副食費の徴収免除》  

  国の制度によ る 副食費の徴収免除と なら な い場合でも ， 次のすべて の事項に該当する 方は，

副食費が 0 円と なり ま す。  

  ・ 児童及び保護者が， 三次市に住民登録さ れている 。  

  ・ 市税等を 完納し ている 。   
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１ １ ． 紙おむつの施設処分について（ 公立保育所）  

  令和４ 年４ 月から ， 使用済み紙おむつの持ち帰り を 廃止し ， 施設でま と めて 処分し ま す。  

なお， 使用する 紙おむつは各家庭での準備を お願いし ま す。  

 

１ ２ ． 土曜日午後保育の申込について 

愛光・ 十日市・ 東光・ 和田・ 粟屋・ 酒屋・ 三良坂・ 布野・ みわ・ 神杉・ 吉舎保育所， 私立保

育園及び認定こ ど も 園で実施し ま す。  

土曜日午後保育（ 土曜日の１ ３ ： ０ ０ 以降の保育） を 利用する 場合は， 各保育施設等に申込

が必要です。  

※利用を 希望さ れる 方は入所承諾後に各園にお問い合わせく ださ い。  

《 申し 込みの条件》  

◎保護者のいずれも が， 土曜日に勤務し て いる 等によ り 保育でき な い事情があ る 場合。  

◎土曜日勤務用の勤務証明書が必要。  

※令和５ 年１ ２ 月１ 日現在の状況です。 今後の動向によ り ， 変更にな る 場合があ り ま す。  

 

１ ３ ． 延長保育の申込について 

[１ ] 延長保育について 

閉所後１ 時間の保育（ 有料） については， 愛光・ 十日市・ 東光・ 酒屋・ 布野・ 三良坂保育所，

私立保育園及び認定こ ど も 園で実施し ま す。  

ま た 全保育施設等において 保護者等のいずれも が勤務等の理由によ り ， 認定さ れた 利用時間

から 外れた時間を 延長し て 利用する 場合も ， 延長保育と な り ま す。（ 参考： ２ ページ）  

延長保育を 利用する 場合は， 各保育施設等に申し 込みが必要です。  

延長保育については， 保育施設等の開所時間によ り 異な り ま す。 詳し いこ と は， 保育課にお

問い合わせく ださ い。  

《 申し 込みの条件》  

◎保護者のいずれも が，認定さ れた 保育時間以外ま たは閉所時間後も 勤務し ている 等によ り

保育でき ない場合。   

 

※【 例】： 保育短時間認定で利用し て いる 子ど も が， 開所時間が７ ： ３ ０ ～１ ８ ： ３ ０ の保育

所において， ７ ： ３ ０ ～１ ７ ： ３ ０ ま で利用し た 場合には， ７ ： ３ ０ ～８ ： ３ ０ と １ ６ ： ３

０ ～１ ７ ： ３ ０ の時間は延長保育と なり ま す。  

 

※ 愛光・ 十日市・ 東光保育所・ 私立保育園及び認定こ ど も 園は， 入所承諾後に各園にお

問い合わせく ださ い。  

延長保育 

延長保育 保育標準時間利用 

保育短時間利用 延長保育保育短時間認定

保育標準時間認定 

7:30 8:30 16:30 18:30 19:30 
開所時間 
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[２ ]  延長保育料について  

対象保育所：  愛光・ 十日市・ 東光・ 酒屋・ 布野・ 三良坂 

       （ 1 8 ： 3 0 以降の延長保育を 実施し ている 保育所）  

 

保育短時間認定
延長保育

Ｂ
無料

延長保育
Ｃ

日額：１００円

延長保育
Ａ

日額：２００円

保育標準時間認定
延長保育

Ａ
日額：２００円

保育短時間利用

保育標準時間利用

 

 

 

 

対象保育所：  川地・ 和田・ 田幸・ 神杉・ 粟屋・ 川西・ 君田・ さ く ぎ ・ 吉舎・ 敷地 

みわ・ こ う ぬ 

       （ 保育短時間認定の場合， 1 6 ： 3 0 から 延長保育になり ま す。）  

 

保育短時間認定
延長保育

Ｂ
無料

延長保育
Ｃ

日額：１００円

保育標準時間認定

保育短時間利用

保育標準時間利用

 

※保育所によ り 閉所時間は異なり ま す。    

 

・ 保護者のいずれも が勤務等の理由によ り ，認定さ れた 利用時間から 外れた時間を 延長し て保

育が必要な 場合に， 延長保育の利用ができ ま す。  

 

・ 保育短時間認定の方が， 恒常的に延長保育（ Ｂ ま たはＣ ） を 利用さ れる 場合は， 保育標準時

間認定に変更する 必要があ り ま す。  

 

・ 保育短時間認定の方が， 延長保育Ａ を 利用する 場合は， 延長保育Ａ と Ｃ の両方の延長保育料

と し て計 3 0 0 円がかかり ま す。  

 

・ 私立保育園及び認定こ ど も 園の延長保育料については， 金額が異な る 場合があ り ま すので，

各園にお問い合わせく ださ い。  

７ ： ３ ０ ８ ： ３ ０ １ ６ ： ３ ０ １ ８ ： ３ ０ １ ９ ： ３ ０

７ ： ３ ０  ８ ： ３ ０  １ ６ ： ３ ０ １ ８ ： ３ ０
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１ ４ ． 休日保育の申込について  

  東光保育所で実施し ま す。 市内認可保育所に入所し ている 児童が対象です。  

休日保育（ 日曜日・ 祝日） を 利用する 場合は， 前月 2 0 日ま でに保育課への申し 込みが必

要です。 ※2 0 日が閉庁日の場合は， 直前の開庁日ま で 

《 申し 込みの条件》  

◎保護者のいずれも が， 休日も 勤務し ている 等によ り 保育でき な い事情があ る 場合。  
 

   ☆休日保育料               年齢:R6.4.1 時点 

区  分  日  額 一時間当た り  延長保育 

3 歳未満児 3 ,2 0 0 円    5 0 0 円   2 0 0 円 

3 歳以上児  2 ,5 0 0 円    5 0 0 円   2 0 0 円 

 ※詳し く は， 保育課ま た は東光保育所にお問い合わせく ださ い。  
 

１ ５ ． 一時預かり の申込について  

一時的に保育が必要と なる と き 等，保育施設等に入所し ていな く ても 保育サービ ス を 受ける

こ と ができ る サービ ス です。  

酒屋・ 三良坂・ みわ・ こ う ぬ・ 東光保育所・ 子供の城保育園及び認定みゆき こ ど も 園で実施

し て いま すので， 利用する 場合は各園にお問い合わせく ださ い。  

   ☆一時預かり 料              年齢:R6.4.1 時点 

区  分 
保育所ご と の上限 

 月  額 日  額 一時間当た り  

3 歳未満児 4 2 ,0 0 0 円   3 ,2 0 0 円   5 0 0 円 

3 歳以上児 3 2 ,0 0 0 円   2 ,5 0 0 円   5 0 0 円 

※子供の城保育園及び認定みゆき こ ど も 園について は， 金額が異な る 場合があ り ま すので， 

各園にお問い合わせく ださ い。  

１ ６ ． 病児・ 病後児保育の申込について 

子ど も が病気の「 回復期」 ま た は「 回復期に至ら な い場合」 に保護者が就労， 冠婚葬祭， 病

気等の理由で， 家庭において保育でき ない場合一時的にお預かり し ま す。  

施設名 病児・ 病後児保育室「 すく すく 」  

場 所 
三次市東酒屋町１ ０ ５ ３ １ 番地 

（ 市立三次中央病院内）  

開設日時 月～土曜日 ８ 時～１ ８ 時 

対象年齢 生後６ ヶ 月～小学校６ 年生 

症 状 病気の回復期ま たは回復期に至ら ない場合 

利用料 ２ ， ０ ０ ０ 円／１ 日 減免制度あ り  

休 日 
日曜日， 祝日， 年末年始 

（ １ ２ 月２ ９ 日～１ 月３ 日）  

備 考 

事前に登録申請が必要です。利用の際は，かかり つけ 医師によ る 医師連絡

票が必要です。（ 病児保育の医師連絡票は，市立三次中央病院小児科医師・ 市内小児科

医師・ 作木診療所医師・ 甲奴診療所医師が記入し たも のに限り ま す。）  

電話予約 すく すく  0 8 2 4 -6 3 -2 1 8 1  

   ※令和６ 年４ 月１ 日現在の状況です。  
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１ ７ ． 事業所内保育事業及び小規模保育事業について 

  事業所内保育事業は， 企業の従業員対象の保育施設の定員の一部を 地域枠と し て開放し ， 保

育を 必要と する 児童を 受け 入れま す。  
 

所在地 定員 開所時間 延長 一時

電話番号 （ 地域枠） ０ 歳 １ 歳 ２ 歳 閉所時間 保育 預かり

粟屋町2 8 2 7 -1 1 2 8 :0 0 ●

℡（ 0 8 2 4 ） 6 2 -5 3 5 3 （ 4 ） 1 9 :0 0 (従業員のみ)

十日市東三丁目１ ６ －１ 1 5 8 :0 0

℡（ 0 8 2 4 ） 6 2 -6 3 0 8 （ 4 ） 1 8 :3 0

—

施設名

三次あゆみ保育園

入所可能

年齢

入所年齢

〇 〇 〇 満９ か月

— —
き ら き ら 保育所

(三次地区医療センタ ー内)
〇 〇 〇 満９ か月

 
 

小規模保育事業は， 少人数を 対象に， 家庭的保育に近い雰囲気のも と ， き め細かな 保育を 行

いま す。  

所在地 開所時間 延長 一時

電話番号 ０ 歳 １ 歳 ２ 歳 閉所時間 保育 預かり

三次町1 1 8 1 －3 7 :3 0

℡（ 0 8 2 4 ） 6 3 -0 9 3 0 1 8 :3 0

畠敷町1 6 6 －5 3 7 :3 0

℡（ 0 8 2 4 ） 6 2 -2 0 7 0 1 8 :3 0

施設名
入所可能

年齢

入所年齢
定員

あおぞら 　 ひよ こ 園 1 2 〇 〇 〇 満6 か月 ー —

専法寺保育園 1 9 〇 〇 〇 満6 か月 ー —

 
（ １ ）  開所日 

原則， 月曜日から 土曜日です（ 日曜日， 祝日， 年末年始はお休み）。  

詳し く は各施設にお問い合わせく ださ い。  

（ ２ ）  保育利用料について  

１ ２ ， １ ３ ページの保育利用料基準額表によ り 算定さ れま す。  

１ ８ ． その他の保育について  

次の保育所・ 幼稚園の入所（ 園） は， 直接各施設にお問い合わせく ださ い。  

区 分 名 称 所  在  地 電 話 番 号 
入所 

可能年齢 

認可外保育所 

（ 私立）  

青 空 保 育 園 三次町３ －１ ４  （ 0 8 2 4 ） 6 2 －1 1 1 9  ３ 歳児 

ベビ ーハウ ス すみれ 三次町３ ３ ５ －１  0 8 0 -1 9 3 5 -4 7 5 5  1 か月 

三 次 清 心 幼 稚 園 十日市中二丁目１ －4 3  （ 0 8 2 4 ） 6 2 －3 5 0 5  満 2 歳 

幼 稚 園 

（ 私立）  

三 次 中 央 幼 稚 園 十日市中二丁目 9 －８  （ 0 8 2 4 ） 6 2 －5 1 0 0  満 3 歳 

三 次 清 心 幼 稚 園 十日市中二丁目１ －4 3  （ 0 8 2 4 ） 6 2 －3 5 0 5  満 3 歳 

 

☆ 認可外保育所， 私立幼稚園の第２ 子目以降保育料補助制度について  

第２ 子目以降の児童が上記の認可外保育所，私立幼稚園及び事業所内託児所に入園さ れてい

る 場合も 保育料の減額措置が行われま す。  
 

１ ９ ． その他の一時預かり について 

次の一時預かり の利用は， 直接施設にお問い合わせく ださ い。  

区 分 名 称 所  在  地 電 話 番 号 
利用 

可能年齢 

一時預かり  
だっ こ ルーム みよ し  

(サン グ リ ーン 内) 
十日市東四丁目１ －３ ０  （ 0 8 2 4 ） 6 2 －2 1 8 8  満 6 か月 
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【 １ 号認定こ ど も 用】  

１ ． 利用にあたっ て 

認定こ ど も 園（ 教育部分） の利用を 希望する 場合は，お住ま いの自治体で１ 号認定（ 教育認定）

を 受ける 必要があ り ま す。 支給認定の申請に基づき ， 自治体が支給認定証を 交付し ま す。  

令和６ 年度は， 認定みゆき こ ど も 園のみです。  
 

２ ． 支給認定申請・ 利用届出方法 

利用を 希望する 場合は， ま ず， 利用し たい認定こ ど も 園（ 教育部分） に願書を 提出し て 入園内

定を 受けてく ださ い。 内定後， 申請書類を 園から 受け取り ， 必要事項を 記入し ， 内定し た園へ提

出し て く ださ い。 申請書類は園を 通し て 自治体へ提出さ れま す。  
 

３ ． 利用手続き の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ .利用を 希望する 認定こ ど も 園（ 教育部

分） から 願書を 受け取り ，提出し ま す。 

◆利用を 希望する 園について， あ ら か

じ め条件等を 確認し てく ださ い。  

 

２ .内定後，園から 申請書類を 受け取り ま

す。  

 

３ .内定し た園へ申請書類を 提出し ま す。 

（ 園を 通し て，自治体に提出さ れま す。） 

 

４ .自治体から「 支給認定証」 が交付さ れ

ま す。  

 

５ .「 支給認定証」 を 園に提示し ， 利用契

約を 結びま す。  

 

６ .「 保育利用料決定通知書」が届き ま す。 

 

 

園の利用開始 

 

◆退園する 場合は， 自治体の子育て支

援管轄部署に 必ず退園の届出を し

てく ださ い。  

 

◆支給認定証は， なく さ ないよ う に大

切に保管し てく ださ い。  

 

◆提出書類に不明な点がある 場合は，

自治体か ら 電話な ど で 内容を 確認

する こ と があ り ま す。  

◆保育利用料は園が徴収し ま す。  

 



- 21 - 
 

４ ． 保育利用料について 

令和元年１ ０ 月から ， 満３ 歳から ５ 歳ま での保育利用料が無償化さ れま し た。  
 

５ ． 副食費について  

副食費の決定 

認定みゆき こ ど も 園の， 満３ 歳から ５ 歳ま での副食費は月額４ ,５ ０ ０ 円に設定さ れて いま

す。  

  

 【 表１ 】 副食費 

区分 副食費（ 月額）  

教育認定子ど も （ １ 号給付）【 満３ 歳から 】  4 ,5 0 0 円 

  

副食費の免除 

《 国の制度によ る 副食費の徴収免除》  

 次のいずれかに該当する 方は， 副食費が 0 円と な り ま す。  

 ・ 世帯の市民税の所得割合算額が， 7 7 ,1 0 1 円未満であ る 。  

 ・ 小学校３ 年生ま での子ど も から 数え て， 第３ 子以降であ る 。  
 

 《 市独自の制度によ る 副食費の徴収免除》  

  国の制度によ る 副食費の徴収免除と なら な い場合でも ， 次のすべて の事項に該当する 方は，

副食費が 0 円と なり ま す。  

  ・ 児童及び保護者が， 三次市に住民登録さ れている 。  

  ・ 市税等を 完納し ている 。  

  

 

 

                            

 

 

 



平日 土曜日
三次町1681

℡（０８２４） ６２－２５９０

十日市中四丁目8-1

℡（０８２４） ６２－３０３８

四拾貫町12-1

℡（０８２４） ６３－７８３８

上志和地町1078-1

℡（０８２４） ６８－２７３１ 18:30 13:00

向江田町3362-7

℡（０８２４） ６６－２０９１

大田幸町1532-2

℡（０８２４） ６６－１９６９ 18:30 13:00

高杉町1684-1

℡（０８２４） ６６－１３２４

小文町219

℡（０８２４） ６３－０３６１ 18:30 13:00

粟屋町11456-1

℡（０８２４） ６２－０１7０

三若町1513

℡（０８２４） ６９－２００６ 18:30 13:00

東酒屋町579

℡（０８２４） ６３－７５０５

君田町西入君78-1

℡（０８２４） ５３－２０８５ 18:30 13:00

布野町下布野1257-2

℡（０８２４） ５４－２６１２

作木町下作木721-1

℡（０８２４） ５５－２０５８ 18:30 13:00

吉舎町吉舎112-1

℡（０８２４） ４３－２５２２

吉舎町敷地2237

℡（０８２４） ４３－３０７４ 18:30 13:00

三良坂町灰塚60-2

℡（０８２４） ４４－２２３１

三和町敷名11460-9

℡（０８２４） ５２－２００９

甲奴町本郷11627-1

℡（０８４７） ６７-５２５２ 18:30 13:00

南畑敷町349-7

℡（０８２４）６３－２３００

十日市中二丁目9-24

℡（０８２４） ６５－１１１２

畠敷町1868-2

℡（０８２４） ６２－１３８８ 

粟屋町2827-1 ●

℡（０８２４） ６２－５３５３ (従業員のみ)

十日市東三丁目16-1

℡（０８２４） ６２－６３０８

三次町1181-3

℡（０８２４） ６３－０９３０

畠敷町166-53

℡（０８２４） ６２－２０７０

※

7:30
- －

18:30

小
規
模

三
次

事
業
所
内

認
定
こ

ど
も
園

みゆき

－

○

○

18:30

18:30

あおぞら　ひよこ園 12 ○ ○ ○ 満 6か月

三次あゆみ

きらきら

専法寺

満 9か月
8:00

○
8:00

満 6か月

満 9か月

－
18:30

19 ○ ○ ○ －
7:30

-

－
19:00

15
（4）

○ ○ ○ －

12
（4）

－○

市内保育施設等一覧表　(　令和6年度　）

－

●

●

18:30

●

●

－

－

満 6か月

●

令和6年4月１日現在の状況です。今後の動向により，変更になる場合があります。

－

●

7:30

18:30

7:15
●

－

●

－

－

一時
預かり

－

－

－

●

－

－

－

－

－

-

7:30
●

－

満 6か月

満 6か月
7:30

○ 満 6か月
7:30

●

－

－

7:30
●

18:30

●

－

7:30

18:30

7:30

7:15

－

満 3か月

－ 満 6か月

満 11か月

満 6か月

満 6か月

○

○

満 6か月

○

○

○

○

○ ○ ○

満 6か月○ ○

○ ○

○

○ ○

敷地 ○

○ ○

○

○

酒屋 140

神杉 84

60 ○ ○

60

○

みわ

和田 80

○

－満 6か月

7:30
－

-

－

－

満 1歳○－

18:30

○ ○

○ 満 1歳

○

○ ○

甲
奴

こうぬ 100

吉
舎

吉舎 90 ○

○
三
和

三
良
坂

三良坂 ○120 ○

120 ○

作
木

さくぎ 60

－

○

－ ○ ○

－ ○ ○

－ 満 1歳
7:30

○ －

7:30
－

18:30

川西 45 － ○ ○

○
7:30

●
18:30

○

満 6か月

－

東光 150

○

○

○

○

○

○

18:30

7:15
満 6か月

7:30

満 6か月 ●

●

満 1歳

18:30

延長
保育

～

電話番号 ０歳 1歳 2歳

入所
可能
年齢

開所時間

3･4･5歳
閉所時間

定員
（地域枠）

入所年齢

○

三
次

公
立

(

民
間
委
託

)

三
次

公
立

区
分

地
域

名称
所在地

45

愛光 110

○

○

30 ○

粟屋 55

布
野

布野 60 ○

君
田

君田

十日市

○

- － － － - -
7:30

170 ○ ○
7:30

川地 45

河内

田幸 満 1歳
7:30

18:30
○ ○ ○

7:30

私
立

100

120

子供の館

18:30

18:30

7:30

18:30

○ ○

7:30

○ ○

満 6か月

7:30
○

○ ○

○○子供の城

○○

○
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